
 

 

 

 

社会保険診療報酬支払基金愛知審査委員会事務局 

令和 8 年 7 月号 
 

① 診療報酬等の納入期日 

納 入 期 日 7 月 21 日（火） 5 月診療分 8 月 20 日（木） 6 月診療分 

 

② 出産育児一時金等の請求日・納入期日 

 

③ オンラインによるレセプトデータ配信日程 ※アクセス集中緩和のため、配信初日の分散化にご協力をお願いします。 

レ セ プ ト デ ー タ 配 信 期 間 7 月 8 日（水）～10 日（金） 8 月 6 日（木）～10 日（月） 

レセプトデータ配信予備日 7 月 11 日（土）～14 日（火） 8 月 11 日（火・祝）～18 日（火） 

再審査等返付レセプトデータ配信期間 7 月 10 日（金）～20 日（月・祝） 8 月 10 日（月）～20 日（木） 

配 信 初 日 7 月 8 日（水） 8 月 6 日（木） 

保険者番号の末尾が奇数の保険者 午後 午前 

保険者番号の末尾が偶数の保険者 午前 午後 

 

④ オンラインによる請求関係帳票等配信日程 

 

⑤ オンラインによる請求前の資格確認日程 

 

⑥ オンラインによる特定健診等データ取得期限日 

取 得 期 限 日 7 月 22 日（水） 8 月 21 日（金） 

オ ン ラ イ ン 利 用 時 間 9:00～21:00 

 

 

 

 

 

  

 令和 8 年 7 月 令和 8 年 8 月 

正常分娩 
（10 日提出）分 

請 求 日 6 月 23 日（火） 

6 月提出分 

7 月 23 日（木） 

7 月提出分 
納入期日 7 月 3 日（金） 8 月 4 日（火） 

・正常分娩 
（25 日提出）分 
・異常分娩分 

請 求 日 7 月 10 日（金） 8 月 10 日（月） 

納入期日 7 月 21 日（火） 8 月 20 日（木） 

請 求 関 係 帳 票 等 （ P D F ） 7 月 9 日（木） 

7 月配信分 

8 月 7 日（金） 

8 月配信分 請 求 関 係 帳 票 等 （ C S V ） 7 月 10 日（金） 8 月 10 日（月） 

レセプト電子データ提供料請求内訳書（PDF） 7 月 17 日（金） 8 月 20 日（木） 

資格情報ファイル配信開始日 7 月 15 日（水） 

7 月請求分 

8 月 15 日（土） 

8 月請求分 返戻情報ファイル返信締日 7 月 23 日（木） 8 月 24 日（月） 

結 果 情 報 フ ァ イ ル 配 信 日 8 月 6 日（木） 9 月 8 日（火） 

支払基金からのご案内 

●支払基金が受託している医療費助成事業を掲載しています 
トップページ → 診療報酬等の請求・支払 → 医療費助成事業関係業務 → 支払基金が受託している医療費助成事業 

保険者・公費負担医療実施機関の皆さまへ 

支払基金に委託を開始する場合や助成内容に変更がある場合は、開始又は変更する月の前々月までに 
所在する都道府県の支払基金まで必ずご連絡ください。 

 
※医療費助成事業の公費負担医療実施機関の皆さまへ 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

医療費助成事業（福祉医療費）の請求方式変更のお知らせ 

令和９年４月診療分以降、県内市町村の福祉医療費の現物給付について、紙の医療費
請求書を用いた「連記式請求方式」を廃止し、全国的に行われている「併用レセプト請求
方式」に変更します。 

◆併用レセプト請求方式に統一する福祉医療制度 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

※後期高齢者医療は、名古屋市のみ 65 歳から 74 歳で一定の障害のある方が対象 
 
 

法別番号区分

81子ども医療

85母子・父子家庭医療

80障害者医療

90精神障害者医療（全疾患）

92精神障害者医療（精神疾患のみ）

89後期高齢者医療

⇒変更点 
①  公費負担者番号及び受給者番号 

社会保険加入者及び国民健康保険加入者を問わず、福祉医療の公費負担者番号 
は８桁に、受給者番号は７桁に新しくなります。 
 

 

 

  

  
 
 

 

 

②  令和９年４月診療分以降の福祉医療費は、社会保険加入者分は社会保険診療報酬 
支払基金に、国民健康保険加入者分は愛知県国民健康保険団体連合会に、それぞれ 
診療報酬と併せて併用レセプトで請求されます。 

   審査支払機関では、診療内容等について審査を実施し、審査決定後の医療費を診
療月の翌々月の１０日までに保険者等に請求します。 

■●●●３２１８

法別番号 県番号 市町村番号 検証番号

■●●●●●●

〈公費負担者番号〉

受給者区分 検証番号〈受給者番号〉

発行所 社会保険診療報酬支払基金愛知審査委員会事務局 

    〒462-8523 愛知県名古屋市北区大曽根四丁目 8番 57 号 

    TEL 052-981-2323（代表） 

    FAX 052-981-8947 

発行 令和 8年 7月 1日 

 



 
 

 
支払基金の改組に係る情報を掲載します 

令和7年12月5日、支払基金を診療報酬の審査支払と医療DXの運営母体の双方を担う法人として、 
改組する内容を含む「医療法等の一部を改正する法律」が国会で成立し、12日に公布され、令和8年10月 
1日に名称等が変わります。 

支払基金ホームページでは、この改正法により支払基金がどのように変わるのか、改組に係る情報など 
随時更新していきますのでご覧ください。 


